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聖籠町印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和元年１１月１日  

                聖籠町長 西脇 道夫  

聖籠町規則第７号  

   聖籠町印鑑条例施行規則の一部を改正する規則  

 聖籠町印鑑条例施行規則（昭和５１年聖籠町規則第５号）の一部を

次のように改正する。  

第２条中「氏名」の次に「（氏に変更があった者に係る住民票に旧

氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に

係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通

称）」を加える。  

第４条第２項中「まっ消」を「抹消」に改める。  

第５条第１項中「又は」を「若しくは」に、「若しくは」を「又

は」に、「不明りょう」を「不明瞭」に改める。  

第６条第１２号及び第７条第１号中「まっ消」を「抹消」に改め

る。  

 様式第１号を次のように改める。  
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 様式第３号を次のように改める。  

 

 様式第3号  

 

        （表）                （裏）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号から様式第１０号を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注意事項 ] 

1.  印 鑑 登 録 証 明 書 の 交 付 を 受 け る と き は 、 こ の 登 録 証 を 必 ず  

提 出 し て 下 さ い 。 登 録 し て あ る 印 鑑 は 必 要 あ り ま せ ん 。  

2.  こ の 登 録 証 の 提 出 が な け れ ば 印 鑑 登 録 証 明 書 は 発 行 い た し ま

せ ん 。  

3.  代 理 人 に 証 明 書 の 交 付 を 依 頼 す る と き は 、 こ の 登 録 証 を 持 参

さ せ て 下 さ い 。 ま た こ の 登 録 証 が あ れ ば 代 理 人 で あ っ て も 、

す べ て 登 録 者 の 意 思 に よ る も の と し て 扱 い ま す か ら 大 切 に 保

管 し て 下 さ い 。  

4.  こ の 登 録 証 を 亡 失 し た と き 、 又 は 登 録 印 鑑 を 紛 失 し た と き

は 、 事 故 防 止 の た め 直 ち に 届 け 出 て 下 さ い 。  

5.  登 録 証 を 著 し く 汚 損 、 又 は 毀 損 し た と き は 再 交 付 申 請 を し て

下 さ い 。  
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様式第１２号を次のように改める。  
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   附 則  

 （施行期日）  

１ この規則は、令和元年１１月５日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この規則の施行の際現に使用しているこの規則による改正前の聖

籠町印鑑条例施行規則様式第１号、様式第３号、様式第５号から様

式第１０号及び様式第１２号は、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。  


